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衆
議
院
議
員
加
藤
�
一
君
提
出
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
」
の
違
背
に
関
す
る
再
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

閣
議
決
定
は
、
一
般
的
に
は
、
内
閣
の
意
思
決
定
と
し
て
そ
の
統
轄
下
に
あ
る
行
政
機
関
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
各

行
政
機
関
の
関
係
職
員
は
、
そ
の
決
定
に
従
っ
て
職
務
を
執
行
す
る
責
務
を
有
す
る
。
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導

監
督
基
準
」
（
平
成
八
年
九
月
二
十
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
本
基
準
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
行
政
機
関
の
職
員

た
る
事
務
次
官
に
は
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
本
基
準
に
従
っ
て
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
が
行
わ
れ
る
よ
う
、

「
そ
の
機
関
の
長
た
る
大
臣
を
助
け
、
省
務
又
は
庁
務
を
整
理
し
、
各
部
局
及
び
機
関
の
事
務
を
監
督
す
る
」
責
務
が
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
仮
に
本
基
準
に
反
し
た
設
立
許
可
等
が
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
事
務
次
官
は
、
担
当
部
局
の
そ
の

事
務
の
執
行
を
監
督
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
の
違
法
性
及
び
過
失
の
有
無
の
判
断
に
お
い
て

は
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
損
害
の
内
容
が
そ
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
考
え
る
。

一



三
に
つ
い
て

閣
議
決
定
は
、
一
般
的
に
は
、
内
閣
の
意
思
決
定
と
し
て
そ
の
統
轄
下
に
あ
る
行
政
機
関
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
本

基
準
に
つ
い
て
い
え
ば
、
主
務
官
庁
に
は
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
本
基
準
に
従
っ
て
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
を

行
う
責
務
が
あ
る
と
考
え
る
。

二


